
議会だより
第２回定例会

議会の情報は下関市の
ホームページから

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

「幡生ヤード跡地」

　６月９日から24日を会期として第２回下関市議
会定例会が開催されました。ここでは、提案された
一般議案などについて、委員会での主な審査内容を
紹介します。
問：委員（議員）からの質疑など
答：市役所執行部からの答弁など

武
久
地
区
と
幡
生
地
区

の
ア
ク
セ
ス
が
良
く
な

り
ま
す

　
新
た
な
道
路（
都
市
計
画
道
路
武
久
幡

生
本
町
線
）の
整
備
に
伴
い
、
Ｊ
Ｒ
山
陽

本
線
を
ま
た
ぐ
道
路
橋
を
建
設
す
る
た

め
、
工
事
金
額
を
10
億
８
０
４
０
万
７

０
０
０
円
、
工
事
期
間
を
平
成
28
年
度

か
ら
平
成
34
年
３
月
31
日
ま
で
の
６
年

間
の
予
定
で
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
契
約
を

結
ぼ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
建
設
の
目
的
は
何
で
す
か
。

答　
武
久
地
区
と
幡
生
地
区
を
連
絡
す

る
主
な
ル
ー
ト
は
幡
生
駅
南
側
の
線
路

の
下
を
通
過
す
る
道
路
で
、
道
幅
が
狭

い
こ
と
に
加
え
、
信
号
に
よ
る
片
側
通

行
な
ど
に
よ
り
交
通
渋
滞
が
慢
性
的
に

起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
か

ら
、
武
久
地
区
と
幡
生
地
区
の
ア
ク
セ

ス
向
上
と
交
通
渋
滞
を
緩
和
す
る
た
め

道
路
橋
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
現
場
は
交
通
量
が
多
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
交
通
規
制
な
ど
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

答　
施
工
状
況
に
よ
っ
て
は
、
夜
間
の

一
時
的
な
通
行
止
め
や
片
側
の
交
互
通

行
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
施
計
画

が
固
ま
っ
た
ら
、
早
い
時
期
に
周
知
す

る
と
と
も
に
、
交
通
渋
滞
に
影
響
の
な

い
時
間
帯
に
施
工
で
き
る
よ
う
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
今
後
、
幡
生
ヤ
ー
ド
跡
地
で
さ
ま

ざ
ま
な
市
の
施
設
な
ど
の
建
設
が
見
込

ま
れ
る
中
で
、
武
久
地
区
と
幡
生
地
区

を
つ
な
ぐ
今
回
の
道
路
橋
は
、
非
常
に

重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
交
差
点
の
信

号
の
設
置
に
つ
い
て
、
市
か
ら
要
望
を

出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

答　
建
設
が
進
み
、
道
路
橋
が
あ
る
程

度
形
に
な
っ
て
き
た
ら
、
現
在
の
状
況

な
ど
を
踏
ま
え
て
、
県
の
公
安
委
員
会

や
所
轄
の
下
関
警
察
署
と
協
議
し
な
が

ら
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

請
願
の
審
議
結
果
に
つ
い
て

　
市
議
会
に
提
出
さ
れ
た
次
の
請
願
に

つ
い
て
、
平
成
28
年
６
月
24
日
の
第
２

回
定
例
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択

さ
れ
、
請
願
の
趣
旨
の
実
現
に
つ
い
て
、

市
長
に
要
請
し
ま
し
た
。

請
願
第
１
号

　
下
関
市
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
改
正
を

求
め
る
請
願
書

請
願
の
要
旨

　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設（
※
）の
居
室
の
定
員
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
、
個
室
と
す
る
か
多
床
室
と
す

る
か
は
参
酌
す
べ
き
基
準
と
さ
れ
て
お

り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
各
自
治
体

で
判
断
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
あ
り
方
を
考
慮
し
、
特
例
と
し
て
定

員
４
人
以
下
の
多
床
室
を
認
め
る
よ
う
、

条
例
の
改
正
を
求
め
る
も
の
で
す
。

※
…
入
所
定
員
30
人
未
満
の
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
こ
と
で
す

請
願
と
は

　
請
願
す
る
権
利
は
、
憲
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る
国
民
の
基
本
的
権
利
の
１
つ

で
す
。

・
請
願
の
提
出
は
、
国
籍
、
年
齢
を
問

わ
ず
、法
人
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
請
願
の
内
容
は
、
国
、
地
方
公
共
団

体
の
事
務
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項

に
わ
た
り
ま
す
。

請 願 名

　
下
関
市
議
会
に
請
願
を
提
出
す
る
際

に
は
、
請
願
内
容
に
賛
成
の
意
思
を
有

す
る
議
員
が
１
人
以
上
必
要
と
な
り
ま

す
。
こ
の
ほ
か
、
書
式
例
や
請
願
の
取

り
扱
い
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
市
議

会
事
務
局
議
事
課（
☎
231−

４
１
２
１
）ま

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

一
般
・
特
別
会
計
決
算 

審
査
特
別
委
員
会
が
設
置

さ
れ
ま
し
た

　
平
成
28
年
９
月
２
日
の
第
３
回
定
例

会
に
お
い
て
、
市
が
平
成
27
年
度
に
行

っ
た
施
策
の
総
ま
と
め
と
も
い
え
る
決

算
の
審
査
を
行
う
一
般
・
特
別
会
計
決
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「傍聴席から見た議場」

今後の予定について
　12月定例会が予定されましたのでお知らせ
します。この日程は予定であり、今後、変更
となることがあります。

第４回定例会（12月）
日 曜　日 �会議など

１ 木 本会議（提案説明など）

２ 金 常任委員会

３・４ 土・日 休　　会

５ 月 常任委員会

６ 火 常任委員会

７ 水 常任委員会

８ 木 休会（整理日）

９ 金 一般質問

10・11 土・日 休　　会

12 月 一般質問

13 火 一般質問

14 水 一般質問

15 木 一般質問

16 金 本会議（表決など）

問議会事務局議事課
☎231-4121（直通）　6234-5171
Bgkgijika@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

算
審
査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
委
員
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
す
。

委
員
長　
安
岡　
克
昌（
志
）

副
委
員
長　
前
田
晋
太
郎（
創
）

委　
　
員　
山
下　
隆
夫（
市
）

　
　
　
　
　
香
川　
昌
則（
志
）

　
　
　
　
　
桧
垣　
徳
雄（
共
）

　
　
　
　
　
松
田　
英
二（
志
）

　
　
　
　
　
江
村　
卓
三（
志
）

　
　
　
　
　
井
川　
典
子（
創
）

　
　
　
　
　
平
田　
陽
道（
公
）

※
委
員
は
期
別
年
齢
順
に
掲
載
。
正
式

な
会
派
名
は
次
の
通
り
で
す

（
志
）…
志
誠
会

（
創
）…
創
世
下
関

（
公
）…
公
明
党
市
議
団

（
市
）…
市
民
連
合

（
共
）…
日
本
共
産
党
下
関
市
議
団

平成28年度「市民と議会のつどい」　　
　　　　　　　　　　を開催します

　市議会では、市政の情報発信と議会活動報告を通じて、
市民に開かれた議会・市民参加の議会を目指すために「市
民と議会のつどい」を開催しています。
　今年も、より多くの方に参加いただけるよう、現在準
備を進めています。どなたでも参加できますので、最寄
りの会場までお気軽に足をお運びください。

開催日時・会場
月　日 時　間 場　　　所

10月28日（金）
午後６時

アブニール
11月４日（金） 川棚公民館

11月11日（金） 午後７時 下関市教育センター
（教育委員会新庁舎〈幡生新町〉）

議
会
を
傍
聴
し
て

　
　
　
み
ま
せ
ん
か
？

　
下
関
市
議
会
で
は
、
市
民
に
開
か
れ

た
議
会
運
営
を
行
う
た
め
、
地
方
自
治

法
で
定
め
ら
れ
た
本
会
議
に
加
え
、
常

任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、
議
会
運
営

委
員
会
も
原
則
と
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
議
場
に
は
、
傍
聴
席（
70
席
）の
ほ
か

に
、
お
子
さ
ま
連
れ
の
方
の
た
め
の
キ

ッ
ズ
ル
ー
ム
、
車
い
す
専
用
ス
ペ
ー
ス

（
２
席
分
）、
補
聴
装
置（
10
台
）を
備
え

て
い
ま
す
。

　
本
会
議
を
傍
聴
さ
れ
る
際
、
手
話
通

訳
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

傍
聴
希
望
日
の
お
お
む
ね
７
日
前
ま
で

に
、
市
福
祉
部
障
害
者
支
援
課（
☎
231−

１
９
１
７
）ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
都
合
に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

◆
傍
聴
の
手
続
き
に
つ
い
て
◆ 

　
傍
聴
さ
れ
る
方
は
、
会
議
の
行
わ
れ

る
日
に
受
け
付
け
で
、
住
所
、
氏
名
を

書
い
て
、
傍
聴
券
を
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。

【
傍
聴
受
付
場
所
】

・
本
会
議
：
本
庁
舎
新
館
９
階

　
（
定
員
：
70
人
）

・
委
員
会
：
本
庁
舎
新
館
７
階

　
（
定
員
：
各
委
員
会
室
８
人
）

【
傍
聴
の
際
、
守
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
】

・
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
も
、
傍

聴
席
以
外
に
入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
会
議
で
の
発
言
に
対
し
、
声
を
出
し

た
り
、
拍
手
な
ど
を
し
て
騒
ぎ
立
て

な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
静
粛
を
守
り
、
話
し
を
し
た
り
、
笑

っ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
帽
子
、
コ
ー
ト
、
マ
フ
ラ
ー
、
手
袋

の
類
い
は
着
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
傍
聴
席
で
、
物
を
食
べ
た
り
、
た
ば

こ
を
吸
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
許
可
な
く
、
録
画
や
録
音
は
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

・
携
帯
電
話
は
、
必
ず
電
源
を
切
る
か
、

マ
ナ
ー
モ
ー
ド
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
傍
聴
席
で
は
係
員
の
指
示
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
。
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